
1 

「新潟市番号法に基づく個人番号の利用及び 

特定個人情報の提供に関する条例（仮称）」骨子（案）について 

１ 条例制定の背景について 

平成２５年５月３１日に公布された、「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律」（平成２５年５月３１日法律第２７号。以下 「番号法」という。）

では、住民票を有するすべての方に固有の番号（以下「個人番号」という。）を付番するこ

ととしています。 

個人番号は、社会保障、税、災害対策分野の行政手続において、複数の機関に存在する

個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。 

これにより国や地方公共団体等が保有する個人情報の照会や提供が行えるようになり、

情報の連携を行うことで、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化

に資する効果が期待されます。 

本制度では、番号法に規定されている事務でのみ個人番号の利用及び個人番号をその内

容に含む個人情報（以下「特定個人情報」という。）の提供が認められていますが、個人番

号を市独自の事務に利用する場合及び同一機関内で特定個人情報の授受を行う場合は、そ

の旨を条例に規定する必要があります（番号法第９条第２項）。 

また、同一地方公共団体の他機関（教育委員会等）との間で特定個人情報の授受を行う

場合も、その旨を条例に規定する必要があります（番号法第１９条第９号）。 

以上から、本制度のメリットをより高め、市の内部でも個人番号を利用した情報の連携

等を可能とするため、「新潟市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例（仮称）」を制定しようとするものです。 

２ 条例の概要 

（１）条例の趣旨 

この条例は、番号法第９条第２項及び同法第１９条第９号（※）の規定に基づき、個人

番号の利用及び特定個人情報の授受に関し必要な事項を定めるものとします。 

※番号法（抜粋） 

【第９条第２項】 

地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地

方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に

関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理する

ために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を

受けた者も、同様とする。 
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※番号法（抜粋） 

【第１９条第９号】 

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはなら

ない。 

（第１号～第８号略） 

９ 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、

その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。

（２）定義 

この条例で規定しようとする用語の意義は、次のとおりです。 

ア 個人番号 

番号法第２条第５項に規定する個人番号をいいます。 

イ 特定個人情報 

番号法第２条第８項に規定する特定個人情報をいいます。 

ウ 個人番号利用事務実施者 

番号法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実施者をいいます。 

エ 情報提供ネットワークシステム 

番号法第２条第１４項に規定する情報提供ネットワークシステムをいいます。 

（３）市の責務 

市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するた

めに必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域

の特性に応じた施策を実施することを規定します。 

（４）個人番号の利用範囲 

ア 地方公共団体独自の番号利用（番号法第９条第２項）

（ア）法定事務以外の事務における番号利用（独自利用） 

番号法では、社会保障・税・災害対策に関する事務その他これらに類する事務であっ

て条例で定めるものの処理に関して個人番号を利用することができるとされていること

から、行政の効率化や市民の利便性の向上等につながる事務について条例に規定するも

のです。 

また、番号法別表に掲げる事務（以下「法定事務」という。）以外の事務であって、法

定事務と一体的に実施されるなどの理由で、個人番号を利用しないと事務に支障をきた

すこととなるものについて、当該事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに

おいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用す

る旨を条例に規定します。 

条例への定め方は、条例に個別具体的に定めます。 



3 

（例） 

機関 事務 

市長 〇〇に関する事務であって規則で定めるもの 

（イ）独自利用事務の庁内情報連携による番号利用 

（ア）の「法定事務以外の事務における番号利用」において事務を行ううえで、庁内

同一機関内（税担当課と福祉担当課等）の情報連携を行うことで利用者の利便性の向上

や事務の効率化等が図れることから、当該事務において庁内同一機関内で特定個人情報

の授受を行えるよう規定します。条例への定め方は、条例に個別具体的に定めます。 

（例） 

機関 事務 特定個人情報 

市長 ○○に関する事務であって規則で定め

るもの 

○○関係情報であって規則

で定めるもの 

（ウ）法定事務の庁内情報連携による番号利用 

番号法別表第２では、行政機関間（市と国間等）での特定個人情報の授受ができるこ

とのみを規定しているため、市内部で特定個人情報のやりとりをする場合は、条例に定

める必要があります。 

番号法別表第２に規定される事務において、市の内部で特定個人情報を利用すること

は、法の趣旨に合致することから、市内部での特定個人情報の利用ができるよう条例で

定めます。 

条例への定め方は番号法別表第２に定められた情報連携と同じ内容の情報連携を庁内

で実施できることを包括的に定めます。 

イ 地方公共団体の他の執行機関への特定個人情報の提供（番号法第１９条第９号）

地方公共団体の同一団体内の他機関（教育委員会等）に対し、番号法に掲げる事務の

範囲内で、自ら保有する特定個人情報を、事務処理に必要な限度で、提供することがで

きることを規定します。 

条例への定め方は、条例に個別具体的に定めます。 

（例） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員会 ○○に関する事務で

あって規則で定める

もの 

市長 ○○関係情報であっ

て規則で定めるもの
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（５）規則への委任 

条例の施行に関し、各事務から授受する特定個人情報の詳細については規則で規定しま

す。 

（６）条例の施行及び制定の時期 

条例の施行日は、個人番号の利用開始日である平成２８年１月１日（番号法附則第１条

第４号関係）とします。 

それに伴い、その前に利用する事務を明確にすることや、システムが適正に運用される

ように試験などの準備行為を行うために、個人番号の通知が始まる平成２７年１０月まで

に条例を制定する必要があります。 


